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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスの製造に使用するための基板製品であって、
　非直線のマイクロメートル未満の細孔を有する多孔質支持基板、
　ディスプレイパネルとして使用するのに適した、０．４ｍｍ以下の厚さを有するアルカ
リを含まない可撓性ディスプレイ基板、および
　前記多孔質支持基板と前記可撓性ディスプレイ基板との間に配された多孔質接着層
を備え、
　前記接着層が、前記ディスプレイ基板に損傷を与えない方法により除去可能であること
を特徴とする基板製品。
【請求項２】
　前記多孔質支持基板の多孔度が９０％を超えることを特徴とする請求項１記載の基板製
品。
【請求項３】
　前記多孔質支持基板の多孔度と前記多孔質接着層の多孔度が異なることを特徴とする請
求項１記載の基板製品。
【請求項４】
　前記多孔質接着層が予め形成されたフィルムであることを特徴とする請求項１記載の基
板製品。
【請求項５】
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　前記接着層が溶解により除去可能であることを特徴とする請求項１記載の基板製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の説明】
【０００１】
　本出願は、ここに引用し、本出願が準拠する、２００３年７月３日に出願された米国特
許出願第１０／６１３９７２号の一部継続出願であり、米国特許法第１２０条の下で優先
権の恩恵がここに請求される。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、広く、可撓性電子デバイスに使用するのに適したガラス基板に関し、ＡＭＬ
ＣＤ、ＯＬＥＤ、および可撓性ディスプレイ製造プロセスに使用するためのガラス基板製
品にとって特に有益である。
【背景技術】
【０００３】
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）は、外部光源を使用する非発光性ディスプレイである。Ｌ
ＣＤは、外部光源から発せられた入射する偏光ビームを変調するように構成されるデバイ
スである。ＬＣＤ内のＬＣ材料は、入射する偏光を旋光させることにより光を変調する。
旋光の度合いは、ＬＣ材料内の個々のＬＣ分子の機械的配向性に対応する。ＬＣ材料の機
械的配向性は、外部電場の印加により容易に調節される。この現象は、典型的なツイスト
ネマチック（ＴＮ）液晶セルを考察することにより容易に理解される。
【０００４】
　典型的なＴＮ液晶セルは、２枚の基板と、それらの間に配置された液晶材料の層を備え
ている。互いに９０°に配向された偏光フイルムが、それらの基板の外面に配置されてい
る。入射する偏光は、偏光フイルムを通過するときに、第１の方向（例えば、水平、また
は垂直）に直線偏光される。電場が印加されていなければ、ＬＣ分子は９０°の螺旋を形
成する。入射した直線偏光は、液晶セルを通過するときに、液晶材料により９０°旋回さ
せられ、第２の方向（例えば、垂直、または水平）に偏光される。この光の偏光は、第２
のフイルムの偏光に適合するように螺旋により旋回させられたので、第２の偏光フイルム
はこの光を通過させる。液晶層に亘り電場が印加されると、ＬＣ分子の整列が乱され、入
射する偏光は旋回されない。したがって、その光は第２の偏光フイルムにより遮断される
。上述した液晶セルは光弁として機能する。この光弁は電場の印加により制御される。当
業者には、印加する電場の性質に応じて、ＬＣセルも可変光減衰器として動作させてよい
ことも理解されよう。
【０００５】
　アクティブマトリクスＬＣＤ（ＡＭＬＣＤ）は一般に、マトリクス内に上述したＬＣセ
ルを数百万含んでいる。ＡＭＬＣＤの構造に戻ると、基板の一方はカラーフィルタプレー
トを備え、反対の基板はアクティブプレートとして知られている。このアクティブプレー
トは、各セルまたはサブピクセルへの電場の印加を制御するために用いられるアクティブ
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を備えている。この薄膜トランジスタは、スパッタリング、
ＣＶＤ、フォトリソグラフィー、およびエッチングなどの典型的な半導体方式のプロセス
を用いて製造される。カラーフィルタプレート上には、対向するアクティブプレートのサ
ブピクセルの電極区域と精密に対応する一連の赤、青、および緑の有機染料が配置されて
いる。それゆえ、カラーフィルタプレート上の各サブピクセルは、各サブピクセルは個々
に制御可能でなければならないので、アクティブプレート上に配置されたトランジスタ制
御電極に整合されている。各サブピクセルにアドレスし制御する方式の１つは、各サブピ
クセルに薄膜トランジスタを配置することによるものである。
【０００６】
　上述した基板のガラスの性質は極めて重要である。ＡＭＬＣＤデバイスの製造に用いら
れるガラス基板の物理的寸法は、厳重に制御しなければならない。特許文献１（ドカーテ
ィ(Dockerty)）および２（ドカーティ）に記載されているフュージョン・プロセスは、ラ
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ップ仕上げ、研削、および研磨などの、費用のかかる基板形成の後仕上げ操作を必要とせ
ずにガラス基板を送達できる数少ないプロセスの内の１つである。さらに、アクティブプ
レートは上述した半導体方式のプロセスを用いて製造されるので、基板は、熱的かつ化学
的に安定でなければならない。熱圧縮または収縮としても知られている熱安定性は、特定
のガラス組成の固有粘性特性（歪み点により表される）および製造プロセスの関数である
ガラスシートの熱履歴の両方に依存する。化学的安定性は、ＴＦＴ製造プロセスに用いら
れる様々なエッチング溶液に対する耐性を意味する。
【０００７】
　現在、益々大型のディスプレイサイズが要望されている。この要望、および規模の経済
性から派生する利益によって、ＡＭＬＣＤ製造業者は大型の基板を加工するように駆り立
てられている。しかしながら、このことにはいくつか問題がある。第１に、大型ディスプ
レイの増加した質量が問題である。消費者は大型ディスプレイを望む一方で、軽量かつ薄
いディスプレイの要望もある。残念ながら、ガラスの厚さが減少すると、ガラス基板の弾
性垂下(elastic sag)が問題になる。この垂下は、大型ディスプレイを製造するための基
板のサイズが大きくなると、さらに増幅される。現在、ＴＦＴ製造技術に、ガラスの垂下
のために、０．５ｍｍより薄いフュージョン・ガラスを適応させることは難しい。より薄
く大型の基板は、加工ステーションの間でガラスを搬送するために用いられるカセット内
における、加工ロボットのガラスを装填し、取り出し、間隔を空ける能力に悪影響を及ぼ
す。薄いガラスは、特定の条件下で、より損傷を受け易くなり、加工中に破損する虞が増
す。
【０００８】
　検討されてきたある手法において、ＴＦＴ加工中に、厚いディスプレイガラス基板が用
いられる。アクティブプレートがガラス基板上に配置された後、このガラス基板の反対の
面が研削および／または研磨により薄くされる。この手法の欠点の１つは、余計な研削／
研磨工程を必要とすることである。余計な工程の費用は、極めて高いと考えられる。
【特許文献１】米国特許第３３３８６９６号明細書
【特許文献２】米国特許第３６８２６０９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、ディスプレイ基板に余計な研磨および／または研削工程を施す必要なく、
薄膜トランジスタの直接形成を可能にする極薄可撓性基板を提供することが非常に望まし
いであろう。現行のガラス基板の厚さは、例えば、０．６～０．７ｍｍ台である。この基
板の厚さを０．３ｍｍに減少させることにより、質量が５０％減少するであろう。しかし
ながら、極薄ガラスは、許容できないほど大きい程度の垂下を有し、破損する傾向がある
。必要とされているのは、上述した問題なく、最新技術のＴＦＴ製造プロセスに用いられ
る極薄基板製品である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によるある実施の形態において、電子デバイスの製造に使用するための基板製品
であって、多孔質支持基板、この支持基板上に配置された接着層、および接着層上に配置
されたディスプレイパネルとして使用するのに適した、０．４ｍｍ以下の厚さを持つディ
スプレイ基板を備え、接着層が、ディスプレイ基板を損傷しない方法により除去できるも
のである基板製品が提供される。
【００１１】
　別の実施の形態において、可撓性ディスプレイパネルを製造する方法であって、ディス
プレイパネルとして使用するのに適した可撓性ディスプレイ基板を少なくとも１つ形成す
る工程、多孔質支持基板をこの少なくとも１つのディスプレイ基板に接着剤で取り付ける
工程であって、接着剤がディスプレイ基板と支持基板の両方に接触している工程、少なく
とも１つのディスプレイ基板上にディスプレイデバイスを形成する工程、および少なくと
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も１つのディスプレイ基板に取り付けられた支持基板を除去する工程を有してなる方法が
提供される。
【００１２】
　さらに別の実施の形態において、ディスプレイパネルを製造する方法であって、ディス
プレイパネルとして使用するのに適した少なくとも１つのガラスディスプレイ基板を形成
する工程であって、少なくとも１つのガラスディスプレイ基板が０．４ｍｍ以下の厚さを
有するものである工程、多孔質支持基板を少なくとも１つのディスプレイ基板上に取り付
ける工程、少なくとも１つのディスプレイ基板上にディスプレイデバイスを形成する工程
、少なくとも１つのディスプレイ基板上のデバイスを被包する工程、および多孔質支持基
板を通してディスプレイ基板上に正圧を印加することによって、少なくとも１つのディス
プレイ基板に取り付けられた支持基板を除去する工程を有してなる方法が開示される。
【００１３】
　本発明の追加の特徴および利点が、以下の詳細な説明に述べられており、一部は、その
説明から当業者には容易に明らかであるか、または以下の詳細な説明、特許請求の範囲、
並びに添付の図面を含む、ここに記載された本発明を実施することによって、認識される
であろう。
【００１４】
　先の一般的な説明および以下の詳細な説明は、単に本発明の例示であり、特許請求の範
囲に記載された発明の性質および特徴を理解するための概要または構成を提供することが
意図されている。添付の図面は、本発明をさらに理解するために含まれており、この明細
書に包含され、その一部を構成する。これらの図面は、本発明の様々な実施の形態を図示
しており、前記説明と共に、本発明の原理および動作を説明するように働く。
【００１５】
　ここで、本発明の現在の例示の実施の形態を詳しく参照する。その実施例が添付の図面
に示されている。同じまたは同様の部材を称するために、図面全体に亘り、できるだけ同
じ参照番号が用いられる。本発明の基板製品の例示の実施の形態が、図１に示されており
、参照番号１０により広く全体に亘り表される。
【００１６】
　本発明によれば、本発明は、可撓性電子パネルの製造に使用するための基板製品に関す
る。可撓性電子パネルは、無線識別タグ（ＲＦＩＤ）、太陽光発電（例えば、太陽電池）
、プリンタブル・エレクトロニクスなどの電子製品、並びに他の可撓性製品を包含し得る
。ここに開示された基板製品は、いくつかを挙げると、アクティブマトリクス液晶ディス
プレイ（ＡＭＬＣＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ、電気泳動ディス
プレイ、電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）、薄膜発光ポリマー（ＴＦＴ　ＬＥＰ）ディス
プレイ、コレステリック液晶ディスプレイの製造に特に適している。以後用いるように、
説明目的のためだけに、電子デバイスが上に形成される基板は、この用語が、狭い範囲の
光学ディスプレイを超えて、説明のための可撓性基板の製造を意図することを理解した上
で、ディスプレイ基板と称する。さらに、ディスプレイ基板は、ガラス以外の他の材料、
例えば、ポリマーフイルム、ステンレス鋼から形成してもよく、他のガラス組成物の全て
が考えられる。再度、制限ではなく説明の目的のために、ガラスディスプレイ基板を説明
する。
【００１７】
　特にＡＭＬＣＤデバイスについて、ディスプレイ基板は、０．４ｍｍ以下の厚さ、実質
的にアルカリを含まない組成、および研磨および／または研削の前加工工程を必要とせず
にその上に薄膜トランジスタの直接形成が可能な表面平滑性を有する。この基板製品は、
ディスプレイ基板に除去可能に取り付けられた少なくとも１つの支持基板も備えている。
したがって、本発明は、最新技術のＴＦＴ製造プロセスに使用できる極薄ガラス基板を提
供する。ディスプレイ基板を製造する好ましい方法は、先に列挙した利点のために、フュ
ージョン法であるが、本発明は、他の方法により製造されたディスプレイ基板を用いても
有益であることを実証するであろう。ディスプレイ基板は、研磨または研削工程を行う必
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要なく、薄膜トランジスタの直接形成を可能にする平滑性を有することが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　ここに具体化し、図１に示したように、本発明の第１の実施の形態による本発明の基板
製品１０の概略図が開示されている。基板製品１０は、０．６～０．７ｍｍの範囲にある
全厚を有するガラス上ガラス(glass on glass)積層体である。当業者には、この範囲が従
来のＴＦＴ加工技法に適合することが理解されよう。製品１０はディスプレイ基板２０お
よび支持基板３０を備えている。ディスプレイ基板２０の厚さは、好ましくは約０．１ｍ
ｍと０．４ｍｍの間の範囲にある。しかしながら、支持基板３０の厚さは、ディスプレイ
基板の厚さと製品１０の全厚に依存する。
【００１９】
　ディスプレイ基板２０は、その厚さが約０．４ｍｍ以下である限り、ディスプレイパネ
ル（例えば、ＬＣＤディスプレイパネル）に使用するのに適したどのような基板タイプの
ものであってもよい。ガラスの場合、基板の組成は、実質的にアルカリを含まないことが
好ましく、研磨および／または研削の前加工工程を必要とせずに、その上への薄膜トラン
ジスタの直接形成を可能にする表面平滑性を有する。ディスプレイ基板２０を構成するガ
ラスの組成のより詳しい説明については、ここにその全てを引用する、米国特許第５３７
４５９５号および同第６０６０１６８号の各明細書を参照のこと。
【００２０】
　ＴＦＴ加工が完了した後にディスプレイ基板２０から支持基板３０を分離するために用
いられる手段に応じて、本発明の支持基板３０に改変および変更を行えることが当業者に
は明らかであろう。例えば、支持基板３０は、後にディスプレイ基板に損傷を与えずに、
化学溶解に適した犠牲となる非ディスプレイ用ガラス組成物（損失ガラス）からなるもの
であってよい。別の実施の形態において、支持基板３０は、その後にディスプレイ基板に
損傷を与えずに、研削／研磨により除去可能な比較的軟らかい非ディスプレイ用ガラス組
成物からなるものであってよい。支持基板３０の製造に多くの種類の比較的安価なガラス
を使用してよいことが当業者には認識されよう。
【００２１】
　実質的に欠陥がなく、平滑性が研磨表面に相当する表面を有する積層基板製品１０を、
以下の工程にしたがって、作り出すことができる。最初に、異なる組成の２種類の無アル
カリ金属バッチを溶融する。ディスプレイ用ガラスのバッチは、６００℃より高い歪み点
を示し、酸溶液中に比較的不溶性でなければならない。支持基板用ガラスのバッチは、酸
化物基準のカチオンパーセントで表して、以下からなる。
【００２２】

　支持基板用ガラスの現在の候補の１つは、酸化物基準のカチオンパーセントで表して、
４１％のＳｉＯ2、１８％のＡｌ2Ｏ3、３２％のＢ2Ｏ3および９％のＣａＯからなる。
【００２３】
　積層体を製造する方法のより詳しい説明については、ここにその全てを引用する、米国
特許第４１０２６６４号および同第５３４２４２６号の各明細書を参照のこと。
【００２４】
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　支持基板用ガラスは、同じ酸溶液中に少なくとも１０００倍も可溶性であり、凝固点か
ら室温まででディスプレイ基板用ガラスの線熱膨張係数の約５×１０-7／℃以内の線熱膨
張係数を示す。支持基板用ガラスは、６００℃より高く、ディスプレイ基板用ガラスの歪
み点に比較的近い歪み点を示す。支持基板用ガラスは、０℃～３００℃の温度範囲に亘り
２０～６０×１０-7／℃の線熱膨張係数により特徴付けられる。
【００２５】
　これらの溶融バッチを、流体状態にある間に同時に合わせて、積層シートを形成し、こ
のとき、ディスプレイ基板用ガラスは、支持基板用ガラス内に実質的に完全に囲まれてい
る。これらガラスの層は、溶融物が流体形態にある温度で互いに融合して、それらの間に
欠陥のない界面を提供する。積層シートを冷却して、流体形態にある各ガラスを固化させ
る。
【００２６】
　上述したように、ＴＦＴ加工が完了した後、支持基板用ガラスを溶解させるために、酸
溶液が用いられる。そこから支持基板用ガラスが除去された結果得られたディスプレイ基
板用ガラスの表面は、実質的に欠陥がなく提供され、平滑性が研磨されたガラス表面に相
当する。酸バッチ中の可溶性ガラス（損失ガラス）の溶解は、積層シートがその目的地に
到着した後に行われる。それゆえ、積層体から切断されたシートは、難なく、積み重ね、
ＬＣＤディスプレイデバイスの製造業者に出荷できる。
【００２７】
　この２種類のガラスの液相線温度値は、選択形成プロセス中に失透するのを防ぐために
、積層が行われる温度より低いことが好ましい。
【００２８】
　最後に、従来の慣例によれば、積層シートは、最も好ましくは冷却工程中に、どのよう
な有害な歪みも避けるために、徐冷してよいが、冷却された積層体を再加熱し、その後、
徐冷してもよい。先に説明したように、本発明のガラスの歪み点は十分に高いので、ａ－
Ｓｉデバイスの形成には、徐冷は必要ないであろう。
【００２９】
　ここに具体化した、図２に示したように、本発明の基板製品１０の代わりの実施の形態
が開示されている。ここでも、基板製品１０は、０．６～０．７ｍｍの間の全厚を有し、
これは、現行のＴＦＴ製造プロセスに適合している。ディスプレイ基板２０の厚さは０．
１ｍｍと０．４ｍｍの間の範囲にある。支持基板３０の厚さは、ディスプレイ基板の厚さ
と製品１０の全厚に依存する。しかしながら、支持基板自体は、支持基板とディスプレイ
基板の積層構造が、その後の加工を経るのに十分な剛性を示す限り、非常に柔軟であって
もよい。この実施の形態において、支持基板３０は、接着剤４０を用いてディスプレイ基
板２０に留められている。接着剤４０は、４５０℃にほぼ等しいであろうポリ－Ｓｉ加工
の恒温に耐えるように配合された高温融剤である。さらに、支持基板３０および接着剤４
０は、ＴＦＴ加工中に遭遇する化学的、機械的、および光学的環境の応力に耐えるような
タイプのものである。使用可能な接着剤のより詳しい説明については、ここにその全てを
引用する米国特許第５２８１５６０号明細書を参照のこと。
【００３０】
　ディスプレイ基板２０および支持基板３０の組成は、第１の実施の形態の考察において
先に開示した。ディスプレイ基板２０および支持基板３０の両方とも、フュージョンドロ
ー・プロセスを用いて、またはディスプレイ基板の要件、例えば、研削および／または研
磨を必要とせずに電子コンポーネント（例えば、ＴＦＴ）の堆積を可能にするように十分
に平滑でありかつ実質的にアルカリを含まないことを満たすことのできる任意の他の適切
な基板製造プロセスを用いて製造してよい。フュージョンドロー技法を用いてガラス基板
を製造するためのシステムおよび方法のより詳しい説明については、ここにその全てを引
用する、特許文献１および２を参照のこと。より高いギヤレシオのデバイスおよび複合引
張ロールを用いると、フュージョンドロー技法により、約１００マイクロメートル（０．
１ｍｍ）の厚さを持つガラス基板をうまく製造することができる。支持基板としてフュー
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ジョンガラスを使用することの利点の１つは、その優れた平面度である。表面の平面度は
、ＴＦＴ加工中に行われるフォトリソグラフィー工程中の焦点誤差を最小にするので、重
要である。さらに、支持基板３０の線熱膨張係数（ＣＴＥ）は、ディスプレイ用ガラスの
ものに適合させることができる。基板が異なるＣＴＥを有する場合、製品に反りが生じる
であろう。フュージョンドロー・プロセスを使用することの別の利点は、弾性率の高い支
持基板を製造する能力である。
【００３１】
　上述した第２の実施の形態には、第１の実施の形態と同じ利点がある。基板製品１０は
、最新技術のＴＦＴ加工に適合する全厚、質量、および垂下特徴を有する。犠牲支持基板
３０を使用することにより、より軽くより薄いディスプレイパネルを製造することができ
る。
【００３２】
　図３および図８と９を参照すると、本発明の他の代わりの実施の形態が開示されている
。これらの実施の形態において、支持基板３０は多孔質材料である。多孔質支持基板によ
り剥離応力を減少させ、それによって、支持基板からディスプレイ基板の取外しを容易に
できることが都合よい。この実施の形態によれば、ディスプレイ基板２０は支持基板３０
に接着層４０を介して結合されている。ディスプレイ基板２０は、一般に約４００マイク
ロメートル（μｍ）未満の、より好ましくは約１μｍから４００μｍの範囲の厚さを有す
る。接着層４０としては、例えば、熱硬化性接着剤、エッチング可能な高温融剤、紫外線
硬化性接着剤または溶剤溶解性接着剤が挙げられるであろう。ディスプレイ基板２０の取
外しは、使用した接着剤のタイプに準じて行うことができる。例えば、熱接着剤を利用し
た場合、支持基板、接着剤およびディスプレイ基板の積層体を加熱して、接着剤の結合力
を減少させてもよい。紫外線接着剤を用いた場合、積層体を紫外線照射に曝露して結合力
を弱めてもよく、一方で、溶解性接着剤は、その接着剤を適切な溶剤またはエッチング液
に曝露することにより、除去または弱化させてもよい。
【００３３】
　溶解性接着剤を使用することは、多孔質支持基板と共に使用したときに特に都合よい。
何故ならば、支持基板の多孔性により、支持基板の開放細孔を通して、溶剤またはエッチ
ング液が接着剤に移動し易くなるからである。それゆえ、接着剤は、この接着剤が製品１
０の縁でしか溶剤と接触しない場合に生じるであろうよりも大きい接着剤４０の表面積に
亘り、溶剤またはエッチング液に攻撃される。非多孔質支持基板および溶解性（または他
の様式で分解性）接着剤を使用すると、溶剤に曝露される接着剤の区域が製品１０の縁の
接着剤に限定されることにより、溶剤の有効性が制限され、溶剤またはエッチング液によ
る接着剤の溶解が、許容できないほど遅い速度でしか縁から内側に進行しない。
【００３４】
　要求される材料とプロセスの適合性に応じて、ディスプレイ基板２０を支持基板３０に
取り付けるために、多種多様な接着剤を使用することができる。これらの例としては、有
機接着剤、シロキサン、複合体、およびガラスフリットなどの無機結合材料が挙げられる
。また、ディスプレイ基板と支持基板との間に直接、一時的結合を生じさせてもよい。こ
のために、他の取外し機構も可能である。例えば、接着剤の結合力を減少させるために、
または接着剤の界面を直接エッチングにより除去するために、酸性または塩基性溶液を用
いることができる。同様に、基板を剥離させる必要があるときに、加熱ガスまたは他の蒸
気を、多孔質支持基板を通して送達することができる。この場合、取外し機構は、熱プロ
セスまたは溶剤／エッチングプロセスであって差し支えない。加熱ガスを用いて、接着剤
を加熱し、ディスプレイ基板の温度を実質的に上昇させずに、ディスプレイ基板を取り外
しても差し支えない。同様に、接着剤に、使用する接着剤に応じて、適切な波長または波
長範囲を持つ光を照射して、接着剤を分解させてもよい。例えば、赤外（ＩＲ）光または
紫外（ＵＶ）光を用いてもよい。
【００３５】
　ディスプレイ基板２０と多孔質支持基板３０との間の接着剤４０の配置に関して、違う
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筋書きも可能である。例えば、最初に、接着剤をディスプレイ基板に塗布し、その後、デ
ィスプレイ基板を支持基板に結合しても差し支えない。あるいは、接着剤を、最初に支持
基板に塗布するか、または積層プロセス中に両方の基板に同時に塗布しても差し支えない
。別の実施の形態において、接着剤は、ディスプレイ基板には永久的に取り付け、支持基
板には一時的に取り付けてもよい。その反対も可能である。接着剤を塗布または堆積させ
て、いずれの基板上にフイルムを形成しても差し支えなく、または接着剤は、後にいずれ
かの基板に施される予め形成されたフイルムであっても差し支えない。
【００３６】
　別の実施の形態において、接着剤は、ディスプレイ基板と支持基板との間の連続層を形
成しても差し支えなく、または接着層自体が、図９に示すように多孔質であっても差し支
えない。これらの場合において、接着剤４０は、支持基板の表面の多孔性の全て、または
ある程度を被覆しても、全く被覆しなくても差し支えない。接着剤の多孔度は、多孔質キ
ャリヤと同じまたは異なる多孔度を有していても差し支えない。図８および９は、それぞ
れ、接着層が連続であるか、または不連続（例えば、多孔質）層を形成する場合を示して
いる。
【００３７】
　材料、化学的性質、プロセス、および他の適合性の問題に応じて、多孔質支持基板は、
幅広い材料から製造して差し支えない。これらの例としては、有機物、無機物、または複
合体が挙げられる。例えば、高温、耐溶剤性、およびＳｉへのＣＴＥの合致が要求される
場合には、ガラス製支持基板が適している。先に示したように、ディスプレイ基板－支持
基板の積層構造体が取扱いに十分な剛性を有している限り、支持基板はそれ自体、完全に
剛性である必要はない。
【００３８】
　支持基板の多孔性の主目的は、流体（液体または気体のいずれか）を接着剤界面と有効
に相互作用させることにある。この必要性を達成するために、支持基板の細孔径はマイク
ロメートル未満から数ミリメートルに及び得、多孔度は＜１０％から＞９０％に及び得る
。「細孔径」の意味するところは、細孔の平均または実効断面直径である。大きい細孔径
は、外部の液体または気体の接着剤界面との大きい即座の相互作用を可能にする。しかし
ながら、細孔径が大きいと、ディスプレイ基板に窪みが生じるかもしれない。何故ならば
、ディスプレイ基板が細孔に垂れ下がるからである。他方で、小さな細孔径は、接着剤界
面での相互作用を減少させるが、ディスプレイ基板をより連続的に支持する。極端な場合
、非多孔質支持基板は、ディスプレイ基板を連続的に支持するが、接着剤と溶剤との間の
相互作用は、製品１０の縁に限られる。
【００３９】
　先に検討したように、支持基板は、用途の要件に適合するように、幅広い細孔径および
気孔率レベルを有することができる。例えば、範囲の一端で、支持基板は、多孔質Ｖｙｃ
ｏｒ（商標）と似たマイクロメートル未満の細孔特徴を有して差し支えない。「マイクロ
メートル未満の細孔特徴」の意味するところは、細孔の平均直径が約１マイクロメートル
未満であることである。そのような非直線のマイクロメートル未満の隙間の通路または細
孔６０を持つ材料は、以後、ミクロ多孔質（図８～９参照）と称する。他方で、細孔は、
例えば、セルラセラミック（例えば、触媒コンバータ）に用いられる押出セラミックハニ
カム構造体により生成されるような、貫通チャンネルまたは孔（マクロ多孔質）に実際に
似ていて差し支えない。そのような構造体は、ミクロ多孔質とマクロ多孔質の両方の特徴
を示すであろう。図３は、基板の表面に垂直に基板を通してドリルで開けられた孔３２を
有する支持基板を示している。孔のサイズと数は、製品１０を加工ステーションから分離
するのに用いられる取外し機構に依存する。しかしながら、そのようなマクロ多孔質材料
における細孔径は、マイクロメートルレベルで制御できる。これらの貫通孔のあるものは
、支持基板を異なる加工設備に受動的に整合させるために使用できる。上面、底面、また
は側面の細孔は、必要に応じてパターンを形成するために、永久的または一時的に塞いで
も差し支えない。
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【００４０】
　ここに具体化した多孔質支持基板は、可撓性基板の全体に亘り分布した支持を提供する
が、実際の接触面積も減少させる。この減少した接触面積を用いて、可撓性ディスプレイ
基板と支持基板との間の接着力を調節することができる。ディスプレイ基板と支持基板と
の間の実質的な接触は、表面にある細孔の間の支持基板の領域のみに起こる。しかしなが
ら、接着剤は、表面にある細孔内にも存在するであろう。その結果、結合力を全体的に減
少させるには、ディスプレイ基板を分離するための短い層間剥離時間またはより小さい層
間剥離力のいずれかが必要である。いずれの場合にも、デバイスの破壊する可能性および
製造収率が改善される。
【００４１】
　先に言及したように、背面の正圧は、多孔質支持基板を通して印加することもできる。
「正圧」の意味するところは、標準大気圧より大きい圧力である。これにより、層間剥離
中にディスプレイ基板に亘り力を分布させる。この力は、気体または液体の相互作用いず
れかにより、接着剤とディスプレイ基板を持つ側とは反対の支持基板の側に印加すること
ができる。これとは反対に、非多孔質支持基板からディスプレイ基板を分離するには、製
品１０の縁から剥離力を印加する必要がある。この剥離力により、局部的に応力が増加し
、ディスプレイ基板またはその上に製造されたデバイスが壊れる可能性が増してしまう。
【００４２】
　別の代わりの実施の形態において、多孔質支持基板を通してディスプレイ基板に負圧を
印加することによって、ディスプレイ基板２０を支持基板３０上に保持することができる
。例えば、支持基板３０の背面（ディスプレイ基板と反対の支持基板３０の側）に真空を
印加し、それによって、大気圧でディスプレイ基板を支持基板に対して保持することがで
きる。
【００４３】
　ディスプレイ基板に一時的フイルムを施して、この基板への損傷を防いでもよい。例え
ば、適切なプラスチックフイルムを用いてよい。接着剤も他のフイルムも用いられない場
合、ディスプレイ基板は支持基板に実質的に直接結合される。液晶ティスプレイパネルを
形成する上で、ディスプレイ基板２０が、接着剤により支持基板３０に取り付けられる。
ついで、液晶デバイスをディスプレイ基板上のみに形成してよい。このデバイスは、ディ
スプレイ基板２０と第２の基板との間に気密シールを形成することなどによって被包する
。その後、被包デバイスを、ここに教示した方法にしたがって、支持基板から取り外して
よい。
【００４４】
　ＯＬＥＤデバイスを形成する方法の１つにおいて、ディスプレイ基板２０を接着剤４０
により多孔質支持基板３０に取り付ける。次いで、ＯＬＥＤデバイスを、所要の堆積、フ
ォトリソグラフィー、エッチング、または他の製造工程により、ディスプレイ基板上に形
成してもよい。このデバイスは、ＯＬＥＤデバイス構造体の上面に薄膜気密層を形成する
ことなどによって被包し、その後、被包デバイスを、ここに教示した方法にしたがって支
持基板から取り外してもよい。
【００４５】
　多孔質支持基板の使用を実証するために、セルラセラミックおよび多孔質「Ｖｙｃｏｒ
」キャリヤの層間剥離性能を非多孔質顕微鏡スライドの性能と比較した。多孔質「Ｖｙｃ
ｏｒ」は、小さな細孔径のミクロ多孔質支持基板の例として、コーニング社(Corning Inc
orporated)により製造された標準製品の１インチ×１インチ（２．５４ｃｍ×２．５４ｃ
ｍ）の正方形サンプルであった。セルラセラミックの支持基板は、コージエライトサンプ
ルであり、約１８μｍの隙間の細孔径および５０％の気孔率を有した。これらは、１1/4
インチ（３．１７５ｃｍ）の直径と3/8インチ（０．９５ｃｍ）の厚さのものであった。
さらに、このセラミック基板は、約２ｍｍの正方形の大きな細孔（貫通孔）を有した。こ
の実証において、顕微鏡スライド（７５ｍｍ×５０ｍｍ×１．０６ｍｍ）を参照非多孔質
キャリヤとして用いた。標準的なホウケイ酸亜鉛の顕微鏡スライド・カバーガラス（約２
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０ｍｍ×２０ｍｍ×０．１５ｍ）を可撓性基板の例として用いた。
【００４６】
　第１の実証において、４枚の支持基板をアセトン、ＩＰＡおよびＤＩ水で洗浄し、次い
で、完全に乾燥させた。４枚のキャリヤは、対照顕微鏡スライド、第２の顕微鏡スライド
、多孔質「Ｖｙｃｏｒ」、および上述したセルラセラミック材料の一片であった。各支持
基板について、アドヘッシブ・リサーチ(Adhesive Research)から得たシリコーン系両面
ＰＳＡ（粘着剤）の１ミル（０．０２５４ｍｍ）厚の片を表面に施した。ＰＳＡを付着さ
せた後、上面の剥離ライナーを除去して、上面の接着表面を露出した。次いで、第１の対
照顕微鏡スライドを除いて、可撓性基板（カバーガラス）を支持基板に施した。対照支持
基板上のＰＳＡは被覆しない状態のままにして、施した層間剥離溶剤の効果を観察した。
次いで、４つのサンプル全てを、アセトンを含んだ皿の中に、支持基板の底面（未接着）
を皿の底に置かれるように、配置した。
【００４７】
　約１分以内で多孔質「Ｖｙｃｏｒ」とセルラセラミックのサンプルから気泡が発生した
。「Ｖｙｃｏｒ」サンプルは、セルラセラミックサンプルよりも遅い速度で気泡を生成し
た（おそらく、空気は溶剤により多孔質支持基板内に押しのけられた）。約８分後、第１
の未被覆の対照顕微鏡スライド上のＰＳＡは、表面上の膨れを持つように観察された。
【００４８】
　約３０分後、対照サンプルのＰＳＡおよびセルラセラミック支持基板のＰＳＡは、表面
にかなりの膨れを有した。わずかに撹拌すると、カバースライドは、セルラセラミック支
持基板から層間剥離した。これとは対照的に、多孔質「Ｖｙｃｏｒ」サンプルと非多孔質
顕微鏡スライドのキャリヤサンプルは、サンプルの縁でＰＳＡの露出領域のみに沿って膨
れを有した。この時点で、アセトンに等量のＩＰＡを加えた。さらに３０分後、多孔質「
Ｖｙｃｏｒ」サンプルと顕微鏡スライドキャリヤサンプルを取り出した。これらをＤＩ水
で濯ぎ、その後、エアガンで乾燥させた。乾燥プロセス中、多孔質「Ｖｙｃｏｒ」に結合
したカバーガラスは層間剥離した。これとは対照的に、非多孔質顕微鏡スライドのキャリ
ヤに結合したカバーガラスは、強力に結合したままであり、それを除去するためには、ガ
ラスを破壊する必要があった。この実施例において、多孔質セラミックまたは「Ｖｙｃｏ
ｒ」支持基板のいずれからも可撓性基板を除去するには、小さな曲げ半径の剥離動作も必
要なかった。
【００４９】
　別の実証において、有機溶剤で除去できる有機接着剤を用いて、カバーガラスと支持基
板を結合した。この場合、カバーガラスは、アセトン／ＩＰＡ溶液中に容易に溶解するＳ
ｈｉｐｌｅｙ　５７４０フォトレジストを用いて、多孔質セルラセラミック支持基板と非
多孔質顕微鏡スライドのキャリヤの両方に結合させた。最初に、フォトレジストを２枚の
カバーガラスサンプル上に、２，０００ｒｐｍ／秒の加速度で３０秒間に亘り４，０００
ｒｐｍで回転成形した。次いで、カバーガラスを室温のホットプレート上に配置した（被
覆側を上にして）。次いで、多孔質セルラセラミックおよび非多孔質顕微鏡スライドのキ
ャリヤを、被覆した可撓性基板の上面に配置した。残留したフォトレジストの溶剤を、ホ
ットプレートを１１０℃に加熱し、その温度を５分間に亘り維持し、次いで、サンプルを
除去する前にプレートを９０℃未満に冷却することによって、取り除いた。カバーガラス
は両方の支持基板に十分に結合した。次いで、支持基板と結合したカバーガラスの両方を
、未結合の支持基板の表面を皿の底部に触れるように、上述したアセトン／ＩＰＡ溶液中
に置いた。約３０秒未満で、多孔質セラミック支持基板に結合したカバーガラスは浮かん
で取れ、残りのフォトレジストは完全に溶解した。約３０分後、カバーガラスが取り付け
られた非多孔質顕微鏡スライドのキャリヤを溶剤から取り出し、ＤＩ水で濯ぎ、エアガン
で乾燥させた。カバーガラスはまだ顕微鏡スライドに強力に結合したままであり、付着し
たフォトレジストが溶剤により影響したという兆しは見られなかった。顕微鏡スライドか
ら除去するには、カバーガラスを破壊する必要があった。
【００５０】
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　さらに別の実施の形態において、取外し機構は、テフロン（登録商標）などの軟質の非
研磨材料から製造された持上げピンを利用する。別の実施の形態において、取外し機構は
、基板を持ち上げるために、気体または液体を適用する。支持基板３０の物理的構成は、
波形または「卵パック」のデザインも含む。支持基板３０は、再利用できるガラスからな
っていてもよい。加工後、基板３０をカレットに粉砕し、上述した製造技法の内の１つを
用いて、再成形してもよい。基板３０は、カレットに粉砕せずに再利用してもよい。
【００５１】
　別の実施の形態において、支持基板３０は、ディスプレイ基板２０を囲む縁部を備えて
いる。この実施の形態において、孔３２を通じてディスプレイ基板２０に真空を印加して
、加工中に製品１０を適所に保持してもよい。この実施の形態において、接着剤４０は必
要ないであろう。しかしながら、接着剤を塗布しない場合、ダイヤモンド・ライク・コー
ティング（ＤＬＣ）を、上にディスプレイ基板２０が載置されている支持基板３０の表面
に施す。ＤＬＣは、熱の分布を助け、引っ掻き抵抗性であり、ディスプレイ基板２０を、
加工後に容易に取り外すことができる。この実施の形態において、気体または液体を施し
て、ディスプレイ基板２０を取り外してもよい。
【００５２】
　ここに具体化し、図４に示されるように、本発明のさらに別の実施の形態が開示されて
いる。基板製品１０は、損失ガラス基板３００および３１０が両面に被覆されたディスプ
レイ基板２０を備えている。この実施の形態は、ディスプレイ基板２０の追加の保護を与
える。ＴＦＴ加工および堆積の前に、支持基板の内の一方を除去する。ＴＦＴ加工後、第
２の基板を除去し、ディスプレイ基板２０の背面にプラスチック保護フイルムを施す。上
述したように、損失ガラスの性質は、ＴＦＴ加工条件に適合する必要がある。
【００５３】
　図５を参照すると、基板製品１０のさらに別の代わりの実施の形態が開示されている。
この実施の形態は、基板製品１０がディスプレイ基板２０および支持基板３００を備える
積層体であるという点で、図１に示した実施の形態に似ている。しかしながら、製品１０
は、その上に前処理層３１０を配置した状態で、ディスプレイの製造業者、例えば、ＬＣ
Ｄ製造業者に出荷してもよい。層３１０は、ディスプレイ基板２０上に配置されたシリカ
層３１２を含む。シリコン層３１４がシリカ層３１２上に配置されている。両方の層は、
化学蒸着（ＣＶＤ）技法を用いて形成してもよい。この実施の形態の利点は、以下の考察
後に明らかになるであろう。
【００５４】
　図６を参照すると、アクティブ基板上のＴＦＴの断面図が示されている。本発明のアク
ティブ基板１００は、支持基板３０上に配置されたディスプレイ基板２０を備えている。
図５に用いた参照番号の慣例を用いると、絶縁シリカ層３１２がディスプレイ基板２０上
に配置されている。半導体（Ｓｉ）フイルムから形成されたアクティブ層３１４が絶縁層
３１２上に配置されている。ゲート絶縁層がアクティブ層３１４上に配置されている。ゲ
ート４００が、アクティブ領域の中心の上でゲート絶縁体３２０上に配置されている。ソ
ース３１６およびドレーン３１８がアクティブ領域に形成されている。動作中、トランジ
スタに電力が印加されると、電流がソース３１６からドレーン３１８に流れる。ピクセル
の作動は、ドレーン３１８に連結された回路により制御される。図６に示されたＴＦＴト
ランジスタ１００の構成は、説明の目的のためであり、本発明は、このタイプのトランジ
スタに制限されるものと考えるべきではない。したがって、図６は、０．１～０．４ｍｍ
の間の厚さを有するより軽くより薄いディスプレイ基板上のＴＦＴの製造を可能にする犠
牲支持基板３０の使用を示す。当業者には、基板製品１０が、従来のＴＦＴ加工に適合す
る全厚、質量および垂下特性を有することが理解されよう。それゆえ、本発明は、ＴＦＴ
製造プロセスに著しい変更を加えることなく利用できる。一旦ＴＦＴ加工が完了したら、
上述した技法の内の１つを用いて犠牲層を除去できる。
【００５５】
　図７Ａおよび７Ｂは、本発明によるアクティブマトリクス液晶ディスプレイパネルを製
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ィスプレイパネルは、基板製品１０および基板製品１２を用いて製造され、その両方の製
品は本発明の原理にしたがって製造される。複数の薄膜トランジスタを基板製品１０のデ
ィスプレイ基板２００上に配置して、アクティブ基板を製造する。カラーフィルタを製品
１２上のディスプレイ基板２０２上に配置して、カラーフィルタ基板を製造する。その後
、液晶材料５０をアクティブ基板２００とカラーフィルタ基板２０２との間に配置し、適
切な材料で封止する。図７Ｂに示すように、各ディスプレイ基板（２００，２０２）に取
り付けられた支持基板３０を除去する。本発明の利点を説明するために、ディスプレイ基
板２００および２０２の各々が０．３ｍｍの厚さを有する場合、従来のディスプレイ基板
の厚さは０．６～０．７ｍｍ台であるので、これにより得られたディスプレイパネル７０
０は、従来のＡＭＬＣＤパネルよりも５０％軽くなることに留意されたい。ディスプレイ
基板２００および２０２の各々が０．１ｍｍの厚さを有する場合、これにより得られたデ
ィスプレイパネル７００は、従来のＡＭＬＣＤパネルよりも約８０％軽くなる。
【００５６】
　本発明の精神および範囲から逸脱せずに、本発明の様々な改変および変更が行えること
が当業者には明らかである。それゆえ、本発明は、本発明の改変および変更を、それらが
添付の特許請求の範囲およびその同等物に含まれるという条件で、包含することが意図さ
れている。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１の実施の形態による本発明の基板製品の概略図
【図２】本発明の第２の実施の形態による本発明の基板製品の概略図
【図３】本発明の第３の実施の形態による本発明の基板製品の概略図
【図４】本発明の第４の実施の形態による本発明の基板製品の概略図
【図５】図１に示した基板製品の代わりの実施の形態の概略図
【図６】図１に示した基板製品上のＴＦＴの被着を示す詳細図
【図７】ＡおよびＢは本発明によるＴＦＴ加工を示す詳細図
【図８】ミクロ多孔質基板に付着した可撓性基板を示す、本発明のある実施の形態による
基板製品の一部の断面図
【図９】不連続接着層によりミクロ多孔質基板に付着した可撓性基板を示す、本発明のあ
る実施の形態による基板製品の一部の断面図
【符号の説明】
【００５８】
　　１０，１２　　基板製品
　　２０，２００，２０２　　ディスプレイ基板
　　３０　　支持基板
　　４０　　接着剤または接着層
　　５０　　液晶材料
　　７００　　ディスプレイパネル



(13) JP 5254212 B2 2013.8.7

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】



(14) JP 5254212 B2 2013.8.7

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ガーナー，ショーン　エム
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１４９０５　エルミラ　フォスター　アヴェニュー　４１５
(72)発明者  ジルバーグ，グニラ　イー
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１４８７０　ペインテッド　ポスト　ポンド　ヴュー　７
(72)発明者  ラップ，ジョーゼフ　シー
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１４８３０　コーニング　チーズ　ファクトリー　ロード　１
            ０５１０

    審査官  田辺　正樹

(56)参考文献  国際公開第２００５／０１０５９６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１０－２６８２４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５１６４６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１８５５１９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｆ９／００－９／４６
              Ｇ０２Ｆ１／１３－１／１４１
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

